
水道施設整備費 年度別推移（平成22年度予算～令和５年度要求）
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（注１） 内閣府（沖縄県）、国土交通省（北海道、離島・奄美地域、水資源機構）計上分を含む。
（注２） 単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない。
（注３） 平成25年度以降は前年度補正予算と一体的に執行している。
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公 共 ：水道施設整備費補助金・・・簡易水道やダム等の施設の整備事業に対する財政支援

非 公 共 ：生活基盤施設耐震化等交付金 ・・・水道施設の耐震化や水道事業の広域化に資する施設整備事業に対する財政支援

※交付金の創設（平成26年度）以前は当初予算、補正予算ともに水道施設整備費補助金で対応
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（参考）「水道の基盤強化」に関する政府方針について

「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月７日閣議決定）（抄）

第３章 内外の環境変化への対応
１．国際環境の変化への対応
（２）経済安全保障の強化

国家・国民の安全を経済面から確保する観点から、経済活動の自由との両立を図りつつ、安全保障の確保に関する経済施策を総合的・効果的
に推進する。新たな国家安全保障戦略等の策定に当たり、経済安全保障を重要な課題と位置付ける。基幹産業が直面するリスクを総点検・評価
し、脆弱性を解消するための取組を定式化し、継続・深化していく。経済安全保障推進法を着実に施行すべく、速やかに基本方針を策定し、サ
プライチェーン及び官民技術協力に関する施策については、先行して可能な限り早期に実施する。
（中略）基幹インフラの事前審査制度について、各省における事業者からの相談窓口の設置を含め円滑な施行に向けた取組を進める。

２．防災・減災、国土強靱化の推進、東日本大震災等からの復興
（防災・減災、国土強靱化）

切迫する大規模地震災害、相次ぐ気象災害、火山災害、インフラ老朽化等の国家の危機に打ち勝ち、国民の生命・財産・暮らしを守り、社会
の重要な機能を維持するため、「国土強靱化基本計画」に基づき、必要・十分な予算を確保し、自助・共助・公助を適切に組み合わせ、ハー
ド・ソフト一体となった取組を強力に推進する。中長期的な目標の下、取組の更なる加速化・深化のため、追加的に必要となる事業規模等を定

めた「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を推進し、引き続き、災害に屈しない国土づくりを進める。

第２章 新しい資本主義に向けた改革
２．社会課題の解決に向けた取組
（１）民間による社会的価値の創造
（ＰＰＰ／ＰＦＩの活用等による官民連携の推進）

民間の資金・ノウハウを公共施設等に活用するＰＰＰ／ＰＦＩについて、新しい資本主義の中核となる「新たな官民連携」の取組として、新
たなアクションプランに基づき、取組を抜本的に強化する。今後５年間を、ＰＰＰ／ＰＦＩが自律的に展開される基盤の形成に向けた「重点実
行期間」とし、ＰＦＩ推進機構の機能も活用・強化しつつ、関連施策を集中的に投入するとともに、幅広い自治体の取組を促す。その際、交付
金等について、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用がより促進されるよう制度改善を検討する。


